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第１章 はじめに 

１-１. 計画策定の背景と目的 

本県は、⽇本本⼟の⻄南部に位置し、広⼤な⾯積と⻑い海岸線、総⾯積の 28％を占め
る 28 の離島を有し、桜島をはじめとする多くの火山地帯や、カルデラによって形成され
た鹿児島湾など、豊かな自然とそれによって形成された環境から、多様な生活風景を持
っている。陸路と航路が絡むことから、九州の交易の要所の１つである。 

本県の公共交通は、少子高齢化の進展による若年人口・生産年齢人口の減少によって、
公共交通の利用者の減少に加え、運行を担う側の人材の減少という問題を抱えており、
各事業者は撤退や運行の業務の縮小を迫られている。また、新型コロナウイルス感染症
の拡⼤が与えた影響も甚⼤であり、収束により生活利用や観光利用での回復の兆しが見
られるものの、元の利用者数への回復は困難と見られる状況である。 

本計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、本県の公共交通に
係る現状と今後の課題を整理するとともに、県の実態に合った持続可能な地域公共交通
のあり方を示した上で、今後 5 年間の公共交通のマスタープランとして位置付け、鹿児
島県の地域の旅客運送サービスの持続可能性を高めるために策定する。 

 
 

１-２. 計画の対象区域 

本計画は、鹿児島県全域を対象区域とする。 

 

１-３. 計画の期間 

本計画は、令和 6 年 4 月から令和 11 年 9 月末までを計画期間とする。 

なお、計画期間内においても、事業・施策の進捗状況や効果を確認し、必要に応じ計
画の見直し・修正を図る。また、計画最終年においては評価を総括し、次期計画への見
直しを図る。 
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第２章 上位・関連計画における公共交通施策の方針 

２-１. 本計画の位置づけ 

本計画は、上位計画である『かごしま未来創造ビジョン（改訂版）』、『第２期鹿児島県
まち・ひと・しごと創生総合戦略』を踏まえながら、本県の地域公共交通政策のマスタ
ープランとして策定するものである。 

策定に当たっては、県の関連計画との整合のほか、県内各市町村で策定済み、若しく
は策定中の地域公共交通（網形成）計画とも整合を図る必要がある。 

各計画における記載内容を以下に抜粋して記載する。 

 

 

図 ２-1 計画の位置づけ 

 

  

・かごしま未来創造ビジョン（改訂版）（2022 年 3 ⽉） 
・第 2 期⿅児島県まち・ひと・しごと創⽣総合戦略 
（2020 年 3 ⽉） 

持続可能な事業の実施 
（公共交通ネットワークの再構築） 

⾼校⽣アンケート調査 

住⺠アンケート調査 

⿅児島県地域公共交通計画 
（2024 年 4 ⽉〜） 

・都市計画マスタープラン（県内の各都市計画区域で策定） 
（2022 年 3 ⽉〜） 
・かごしまコンパクトなまちづくりプラン＜⽴地適正化計画＞ 
（2021 年 9 ⽉〜） 
・⿅児島県離島振興計画（2023 年 6 ⽉〜） 
・各部門別計画等（⾼齢者福祉、観光、環境、教育等） 

国が策定する公共交通の基本⽅針 
・交通政策基本法 
・地域公共交通活性化・再⽣法 等 

公共交通利⽤者アンケート調査 

市町村アンケート調査 

上位計画 

関連する計画 

基礎調査 

交通事業者ヒアリング 
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表 ２-1 県の上位・関連計画 

計画 内容 
かごしま未来 
創造ビジョン 
(令和 4 年 3 月) 
p.112,p.117, 
p.118 

第 4 章 施策展開の基本方向 
７ 快適な生活環境の向上と世界につながる県土の創造 
1 人やモノの交流を支える交通ネットワークの形成 
2 施策の基本方向 
⑦生活交通網の維持・充実 

・肥薩おれんじ鉄道をはじめとした在来線鉄道については，事業者や沿線自治体と
連携した利用促進や，国や事業者に対する要望活動に取り組み，維持・存続を図
ります。 

・バス交通については，国の補助制度等を活用し，広域的・幹線的なバス路線の運
行等を支援するとともに，事業者や地元自治体と連携して，生産性向上や，新た
なモビリティサービスとしてＩｏＴやＡＩなど新技術の進展等に考慮した運行形
態導入の促進に取り組み維持・確保を図ります。 

・事業者や地元自治体と連携し，鉄道駅やバス車両等のバリアフリー化など利用者
の利便性の向上に取り組み，全ての人々が安全で快適に利用できる公共交通機関
の実現に努めます。 

 

2 個性豊かで魅力ある景観づくりと活力あるまちづくり 
2 施策の基本方向 
②活力あるまちづくり 

・道路・公園・下水道などの都市基盤整備や市街地の整備に当たっては，⼟地利用
と整合性をとりながら，機能的な都市活動を確保した環境負荷の少ないコンパク
トなまちづくりを推進します。 

・居住や都市機能の集積により，住⺠の生活利便性の維持・向上，サービス産業の
生産性向上など地域経済の活性化，行政サービスの効率化等を目指します。 

・都市全体の構造を踏まえ，居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の誘導と，
それと連携した持続可能な地域公共交通ネットワークの形成を促進します。 

・都市機能が集積した鹿児島市や，地域の中核となる 10 万都市と他地域との連携を
促進することにより，県全体の活性化や県⺠の利便性の向上を図ります。  

第 2 期鹿児島県 
まち・ひと・し
ごと創生総合戦
略 
(令和 2 年 3 月) 
p.70, p.71 

Ⅱ 取組の方向と具体的な施策 
基本目標 3 「まち」をつくる 
◆ 時代に合った、安心・安全で活力ある地域づくり 
具体的な施策 
③地域間連携 

・中心市と近隣市町村が相互に役割分担し，連携・協力することにより，圏域全体
で必要な生活機能の確保を目指す定住自立圏や，地域において一定の圏域人口を
有し活力ある社会経済を維持するための拠点の形成を目指す連携中枢都市圏の形
成に向けた取組を支援するとともに，各圏域における取組内容の充実に向けた支
援を行う。 

・肥薩おれんじ鉄道の利用促進を図るため，沿線の魅力を紹介する各種イベントの
開催や観光列車のＰＲ等の誘客対策を支援する。 

・人口減少・高齢化が進んでいる肥薩おれんじ鉄道沿線地域において，住⺠の⽇常
生活に必要な交通手段を確保するため，同鉄道の基盤設備の維持に要する経費を
支援する。 

・地域住⺠の⽇常生活に必要な交通手段を確保・維持するため，広域的・幹線的バ
ス路線の運行等を支援する。 

・人口減少・高齢化が進んでいる過疎地域等において，住⺠の⽇常生活に必要な交
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計画 内容 
通手段を確保するため，市町村が地域の実情に応じて実施する廃止路線代替バス
の運行等を支援する。 

・離島地域の振興及び離島住⺠の生活の安定と向上に資するため，離島航路事業者
の運航費や船舶建造費等を支援する。 

・地域住⺠の生活に不可⽋な離島航空路線の維持を図るため，一定の要件に該当す
る離島航空路線の運航費や航空機購入費を，国と協調して支援を行う。 

・在来線鉄道の利活用を図るため，在来線鉄道を利用して，食や温泉など県内各地
の「鹿児島のウェルネス」を体験する旅行商品の造成を支援する。 

鹿児島県離島振
興計画 
(令和５年６月) 
p.7 

離島振興の基本的方針 
４．離島地域の振興方針 
（１）各分野別の基本的な振興方針 
交通体系の整備 

・地域産業の活性化や住⺠生活の利便性の向上はもとより，国内外からの観光客誘
致等による交流人口の拡⼤や定住の促進を図るため，安全で利用しやすい港湾・
空港・道路・橋梁等の整備や島内交通網の維持・充実とともに，航路・航空路の
維持・改善に努めます。 

・高速船（ジェットフォイル）の更新については，関係機関等から情報収集を行い
ながら，計画的な更新を検討するとともに，国等の支援を要請していきます。 

鹿児島県環境基
本計画 
(令和 3 年 3 月) 
p.64, p79 

第 4 章 方策の展開 
7 大気環境の保全 
（2）方策 
③自動車排出ガス対策 

・交通渋滞の解消や緩和を図るため，幹線道路やバイパスの体系的な道路整備な
ど，地域の状況に応じた交通流対策に努めます。 

・トラックターミナルの設置等による物流の共同化や帰り荷の確保など物流の効率
化を促進します。 

・公共交通機関の利便性の向上に努め，利用促進を図ります。 

・自動車排出ガス測定局を必要に応じて拡充するなど監視を継続します。 

・市町村や関係団体とも連携して，エコドライブを推進するなど県⺠の自主的活動
による取組を促進します。 

・公的機関における電気自動車やハイブリッド自動車等の次世代自動車の導入を 

促進するとともに，⺠間における普及促進に努めます。 

また，県の公用車の更新の際は，電気自動車やハイブリッド自動車等の次世代自
動車の導入に努めます。 

・市街地部の幹線道路等において，⼤気浄化機能をもつ植樹帯の効果的な整備に努
めます。 

・ノーマイカーデー，エコ通勤等の公共交通機関や自転車の利用促進，アイドリン
グストップやエコドライブの啓発に努めるとともに，走行時に二酸化炭素を排出
しない電気自動車やハイブリッド自動車等の次世代自動車への転換を促進しま
す。 

・バス交通サービスの充実や在来鉄道の活性化，交通ターミナルのバリアフリー化
により，利便性の高い多様な公共交通ネットワークを形成し，公共交通機関の利
用を促進します。 

・⻑距離物流の効率化及び地球温暖化防止の観点から，陸上トラック輸送から海上
輸送又は鉄道輸送への転換を図るモーダルシフトを促進します。 
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計画 内容 
鹿児島すこやか
⻑ 寿 プ ラ ン 
2021 
(令和 3 年 3 月) 
p.172, 173, 174 

第 6 章 高齢者の快適で安全な生活の確保 
第 1 節 高齢者の住みよいまちづくり 
1 福祉のまちづくりの推進 
【施策の方向】 

・福祉のまちづくりの普及啓発、ボランティア活動の推進、福祉教育の充実及び学
習機会の提供等により、ソフト⾯のバリアフリー化を促進します。 

・道路、公園などの公共的施設を、高齢者や障害者等が安全かつ快適に利用できる
よう、条例の整備基準等に適合した県有施設、市町村有施設、⺠間施設の整備に
努めます。 

・高齢者や障害者等の移動の利便性や安全性の向上を図るため、公共交通機関のバ
リアフリー化の促進に努めます。 

・高齢者や障害者等の歩行の困難な方が公共的施設等を使用しやすくなるよう、県
内共通の利用証を発行し、必要な方のための駐車スペースを確保する鹿児島県身
障者用駐車場利用証制度（パーキングパーミット制度）の普及啓発に努めます。 

 
2 交通手段の確保 
【施策の方向】 

・国等の支援制度の活用により、地域住⺠の生活に必要な広域的・幹線的バス路線
等を支援するとともに、市町村によるコミュニティバスやデマンド型交通などの
新たな輸送形態の導入について、地域公共交通会議の場等を活用し促進するな
ど、関係者と連携を図りながら、地域のニーズに応じた地域公共交通体系の確保
に努めます。 

・福祉有償運送について、市町村や福祉有償運送を検討する NPO 法人等から運営
協議会の設置及び運営に関する相談等があった場合には、運営協議会の設立、開
催が円滑に進むよう助言を行います。 

 

 

第 2 節 高齢者の安全な暮らしづくり 
1 交通事故防止対策等の推進 
(1) 交通事故防止対策の推進 
【施策の方向】 

・「参加・体験・実践型」交通安全教育の推進 

交通安全教育車「さわやか号」の活用、安全運転サポート車の体験試乗、ナ
イトスクール等の参加・体験・実践型の安全教育を推進します。 

・高齢者の保護誘導活動の強化 

夜光反射材等の交通安全用品の普及促進活動、高齢者家庭を訪問しての個別
指導の実施及び街頭における保護誘導活動を強化するとともに、一般運転者の
交通マナーの向上を図ります。 

・運転免許がなくても安心して暮らせる環境の整備 

運転免許自主返納に係る支援の拡充、コミュニティバス等の移動手段の確保
や利便性の向上等、運転免許がなくても高齢者が安心して暮らせる環境づくり
を推進します。  

  


